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平成２６年第４回立科町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日 平成２６年１２月４日（木曜） 

１．招集の場所 立科町議会議場 

１．開会    午前１０時 宣告 

１．応招議員 

    １番 榎本 真弓   ２番 森本 信明   ３番 小宮山正儀 

    ４番 土屋 春江   ５番 西藤  努   ６番 田中 三江 

    ７番 橋本  昭   ８番 山浦 妙子   ９番 箕輪 修二 

   １０番 宮下 典幸  １１番 小池美佐江  １２番 滝沢寿美雄 

 

 

１．不応招議員 な し 

１．出席議員  １２名 

１．欠席議員  な し 

１．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

  町長 小宮山和幸   副町長 森澤光則   教育長 塩沢勝巳 

  総務課長 笹井恒翁   町づくり推進課長 青井義和 

  産業振興室長 中村茂弘   町民課長 羽場幸春 

  農林課長 小平春幸   建設課長 武重栄吉   観光課長 今井一行 

  教育次長 宮坂 晃   会計室長 市川清子 

  たてしな保育園園長 中谷秀美   総務課長補佐 遠山一郎 

 

 

１．本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

 議会事務局長 長坂徳三   書記 伊藤百合子 

 

散会   午前１１時００分 
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（午前10時00分 開議） 

 

議長（滝沢寿美雄君）  おはようございます。これから12月４日、本日の会議を開きます。 

 報告します。武重建設課長、所用のため、遅刻の届けが出ております。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 

◎日程第１ 議案第80号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第１ 議案第80号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例制定についての質疑を行います。 

 質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。２番、森本信明君。 

２番（森本信明君）  ２番、森本です。 

 一般給与の改定をするということで、何年ぶりかの給与改正ということでありま

すが、報告の中で、県人事委員会が勧告を受けてということで説明がありましたけ

れども、あくまでも県人事委員会の勧告については県職員の勧告であって県職に当

てはめると、こういう解釈でいるわけですが、当然、町が人事委員会とか、こうい

う民間企業の給与調査をした上で町独自の給与表を作成するという業務については

大変困難を要するということで、各市町村も国並びに県の人事院勧告、それから県

の人事委員会の勧告を受けて、それらを県職の職員の給与を準用して町が給与改正

をすると、こういう基本的な考え方でいいのかどうか、１点です。 

 それから２点目ですが、今回の財源の関係で、570万円ほどの増額ということで説

明があったかと思うんですが、これで補正額の給与の、給与改正に伴う給与改定が

106万6,000円、給与手当が、職員の手当が361万4,000円と、こういう資料が添付さ

れて、その合計が468万円という数字になるわけですが、この570万円と468万円の差

額分については、どこの資料を見ればよいのか、ご説明をいただきたいと思います。 

 もう一点は、給与表の関係で、現在は一般給与の関係については、行政１表とい

うことで該当させ、なお改定、この載っている医療職の関係についてと、それから

条例の中には、行政２表ということであるかと思うんですが、その辺のところ含め

て。 

 なお、行政２表は多分、町のところで当てはめていないということだろうと。そ

れが条例に載っているということでありますので、その辺の説明もお願いをいたし

ます。 

議長（滝沢寿美雄君）  森本議員、予算の金額のあれは、一般会計の補正のほうでもいいです

か。 

２番（森本信明君）  はい。 

議長（滝沢寿美雄君）  じゃあ、それは抜かして、ほかの２点でね、はい。笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  はい、お答えいたします。 
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 議員さん、おっしゃられるとおり、町独自での給与体系というのはなかなか難し

い部分がございまして、従来から国、県等のものを基準につくってきております。 

 そんな中で、今回の人勧につきましては、県の人事委員会の勧告を使うというこ

とで進めてきております。国でも同じように、全国１万数千件の民間企業の給与調

査をする中で人勧を出しておりますけれども、県も長野県内独自で県内企業の給与

ベースを調査をして勧告をしているという中で、より私たちっていいますか、立科

町に近いところを基準に、県の人事委員会の勧告を使っているということでござい

ます。 

 それからもう一点、給料表の関係ですけれども、条例２表につきましては、確か

に条例上まだ生きておりますけども、当町には該当する職員がいないということで、

今回の改正もしてございませんし、適用もしてないということでお願いをしたいと

思います。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑は。２番、森本信明君。 

２番（森本信明君）  続いて、その給与改定の関係に伴って、当然、給与については労使交渉

の中で決まるということは基本的な考え方があろうかと思うんですが、今回の給与改

定について、職員労働組合から給与改定の要望というか、引き上げについての交渉が

なされたのか。要望があったのか、交渉がなされたのか、その辺にお聞きをしたいと

思います。 

議長（滝沢寿美雄君）  笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  今、労使交渉があったのかというようなご質問でございますけれど

も、組合のほうから賃金等についての要望ございました。それで、町と労働組合で

２回交渉を持ちまして合意に至っておるということで、組合側からの県の人事委員会

の勧告を重視してやってくださいという強い要望がございました。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はありませんか。10番、宮下典幸君。 

１０番（宮下典幸君）  はい、10番、宮下です。 

 再任用について説明があったんですけども、当町で今、再任用は何人おられるの

か、ちょっとお聞きしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）  笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  お答えいたします。 

 現在、再任用の職員は４名でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これ……。笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  大変申しわけありません。今、４名と申し上げましたが、５名でご

ざいます。 
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議長（滝沢寿美雄君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 

◎日程第２ 議案第81号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第２ 議案第81号 立科町一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許

します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第３ 議案第82号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第３ 議案第82号 立科町国民健康保険条例の一部を改正する条

例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませ

んか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第４ 議案第83号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第４ 議案第83号 立科町陣内森林公園条例の一部を改正する条

例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませ

んか。７番、橋本 昭君。 

７番（橋本 昭君）  ７番、橋本です。 

 陣内森林公園条例に関して、提案説明がさらっと説明されましたので、内容を詳

しく吟味させていただきました。この中の利用料金について、今回、陣内森林公園

の指定管理者制度、指定管理者ができるという条項に変更するわけですけども、指

定管理者が利用料金を弾力的に定められるという非常にすばらしい内容にはなって

おるとは思います。 

 だけども、この条例の構成が、非常に苦労してつくられたものがうかがえまして、

何かわかりにくい条例になっている。その一つの事例として、この陣内森林公園の

条例を見る場合に、もう一つ、やはり同じように指定管理者としての条例を観光施

設条例、これも今回あわせて条例提案されました。観光施設条例の条例の組み立て

方と、この陣内森林公園の条例の組み方、大きな違いが１つあるんです。それは使

用料、使用料というものを指定管理者にしない場合の使用料というものは、観光施

設条例ではぴちっと決まってるわけです。ところが、陣内森林公園の場合には、そ

の条例が、条項が変わってしまう。変わってしまうっていうのは、指定管理者にな

ったときには、使用料ということじゃなくて利用料金という形で変更してしまうと

いう、そういう何か、条例構成が全然違う形で今回出されてます。 
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 詳しくは、もう少し説明をすればよろしいんですけれども、要は、この条例だけ

では見てもわからない部分があるんですけど、改正の第５条第４項で、利用料金を

指定管理者が定められるというふうになっております。 

 ところが、その利用料金は、第10条の「使用料の部分の範囲内で」というふうに

なっておるわけですね。ところが、それを指定管理者がする場合は、その第10条っ

ていうのは利用料金となって、この定められた使用料も利用料金になってしまうん

です。利用料金というのが２つ、この条例の中に出てきてしまう。わかりますかね。 

 その利用料金が２つ出てきてるものを、どちらを納入するんだというところが、

この条例は非常に不明確なものであると。 

 ところが、観光施設条例は、使用料は使用料として読みかえをしない。指定管理

者になった場合でも、それは読みかえをしないで、その使用料をもとに、その範囲

内で指定管理者がしっかりと料金を定め、徴収できるという条例構成になってるん

です。 

 そういう意味合いで、両方の条例を今回議案提案されている中で、全く整合性の

とれない条例をつくるというのは、私としてはちょっと問題であろうと。同時の提

案で、同じ指定管理者を指定するという内容の中で、内容が違うというのは少し問

題であろうということで、そこについては指摘だけしておきます。指摘だけしとき

ます。 

 それと、第８条第２号に、利用の許可ってのがあるんですね。これは、「森林公

園の管理上、支障を及ぼさないと認める場合に限り、その使用について許可を与え

ることができる」と。できる規定なんです。これは公の施設であって、基本的には

誰でもが使用できるのが前提であろうと。第９条で、使用の制限を設けているわけ

ですね。だけれども、公の施設だけれども、こういうものについては使用の制限を

第９条でやっておると。 

 したがいまして、この第８条は「許可を与えることができる」ということじゃな

くて、「許可をするものとする」というふうにすべきだろうと。これの条例との整

合性は立科町の都市農村交流施設、これも指定管理者の条例になっておりますけど

も、そちらのほうは、「できる」ではなくて「するものとする」というふうにして

あります。 

 ですから、それぞれの条例の整合性が全くとれてないというのが、この立科町の

今までずっと経緯されてきた条例であると。 

 したがいまして、ここについてもやはり、修正するかしないかは検討すべきであ

ろうというふうなことも、これも指摘しておきます。 

 第９条の使用の制限、その２号で、第９条の使用の制限は「次の各号のいずれか

に該当するときは使用の許可を拒否し、その他必要な措置を講ずることができる」

と規定してるんですね。その第２号、「管理上、支障があると認められるとき」っ
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ていうのが規定されてるんです。 

 だけども、上の第８条は、使用の許可条件は「管理上、支障を及ぼさないと認め

る場合に限る」という形にしてるわけですよ。もう管理上支障を及ぼさないという

の限ったものに許可を出しておるわけですよ。この第９条の使用の制限の「管理上、

支障があると認めるとき」なんて、これ、あり得ないんです。使用の許可を拒否す

るっていうの。もう前段で拒否してるはずなんです。こういう余分な号は必要ない

だろう。 

 それで、都市農村交流施設の使用の制限っていうのは、使用中の、使用中ですね、

利用をされている最中の制限を加えてるんです。だけど、今回のこの陣内森林公園

の使用の制限っていうのは、使用する前、許可をするに当たっての使用制限なんで

すよ。 

 だから、これはやっぱり都市農村交流センターと同じように、使用中の使用制限、

何か悪いことしたら拒否できますよだとかいうふうに条例構成しないと、やはりや

りにくい条例になってしまうんじゃないかなというふうに思います。 

 これは指摘という形でしときます。この指定管理者の定めるに根幹的な問題では

ありませんので指摘をしておきますけども、いまだ例規集が立科町ホームページに

記載されてないという、非常に条例上いろんな問題があるということですから、ぜ

ひ年度末まで、３月末までには直すべきところは直すという姿勢で、よく検討をし

ていただきたいなということだけ、ご指摘だけさせていただいております。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第５ 議案第84号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第５ 議案第84号 立科町観光施設条例の一部を改正する条例制

定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。

７番、橋本 昭君。 

７番（橋本 昭君）  ７番、橋本です。 

 所感ですので詳しい質問をいたしませんけども、１つだけ、理事者もおられます

ので、確認ということで質問させていただきます。 

 この条例の中に施設がたくさんあるわけですけども、その施設をひっくるめて施

設という、観光施設いろんな施設をあるのを総じて施設という形で条例上、構成し

てるんですね。指定管理者にする場合は、その施設を指定管理者としてできるとい

う構成になってるわけですけど、それぞれ分断した形での指定管理者にするのか。

この条例見ると誤解を招くのは、全てまとめて施設として指定管理者にするのか。
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この解釈っていうのは、これ、この条例からではなかなか読み取りにくいわけです

ね。条例上、言ってることわかりますかね。わかりますね。 

 これは、それぞれ分断した形で指定管理者とするというお考えの条例という形で

つくられてるか。まとめてやられてるか。これは１件。 

 それからもう一つ。９月のときの立科町の公有財産の問題で質問をしましたけど

も、今回も三本松のテニスコートについては何ら変更してないと。実態のない三本

松のテニスコートが、この条例上、残っている。この観光施設条例を今、改正する

ならば、その部分については、実態のないものについては何らかの形で措置をすべ

きじゃないかなというふうに思うわけです。 

 それについてはどのようにお考えなのかだけ、理事者もおられますので観光課長、

観光課長には、まず初めのことについては、まずはお伺いしたいと思いますけど。 

議長（滝沢寿美雄君）  今井観光課長。 

観光課長（今井一行君）  はい、お答え申し上げます。 

 指定管理にする施設の考え方でございますけれども、６つの施設が施設として観

光施設条例掲載されております。指定管理につきましては、この６つをまとめてで

はなく、この中のどれか一つであっても指定管理ができるっていうふうな考え方で

おりまして、この中の部分的であっても指定管理をできるものとするという考えを

とっております。全部をまとめてではありません。 

議長（滝沢寿美雄君）  笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  三本松のテニスコートの関係、確かに条例に載っております。この

関係につきましては、相手方と町とで賃貸契約という形で結ばれております。実際に

テニスコートとしての機能等はされておらないというようなことで、現在、この処理

について相手方と協議をしております。契約の解除、あるいは用途変更、そういった

中で、その話が決まりますまでは契約がされておりますので、一応、条例上も落とす

わけにはいかないということで載っております。 

 できるだけ早く方向性を出して、結論を出していきたいというふうに考えておる

ところでございます。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第６ 議案第85号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第６ 議案第85号 立科町御泉水自然園条例の一部を改正する条

例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。１番、榎本真弓

君。 
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１番（榎本真弓君）  １番、榎本です。 

 大体、条例の中に必ず文言が出てくるのが「町長が定めたもの」、この中のとこ

ろにですけれども、第５条の３のところに、「その他町長が特に必要と認めた場

合」という文言が大概の条例に出てきます。この御泉水自然園にかかわります場合

は、どういう場合が町長が認めた場合というふうに想定されるのか伺います。 

 それと実は、この次に第２条、戻りますが、第２条のところに、新しい「新」の

ところを参考に見ますと、第２条の２項のところに、「自然園及び白樺高原スキー

場内に設置したオリエンテーリングコースの参加料」っていうことを徴収するもの

が、今回加わるんでしょうか。このオリエンテーリングコースというのは、どうい

うところを指しているのか、その場所を教えてください。 

 もう一点は、第６条に、植物を採取したり、もしくは損傷をしたりと、いろいろ

やってはいけない行為を明記されていますが、これをやはり管理するということが

今回加わってくるのか、その３点をお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）  今井観光課長。 

観光課長（今井一行君）  はい、お答え申し上げます。 

 まず、減免の関係で、町長が特に必要と認めた場合どういうことかということで

ございますけれども、具体的に、こういうときにというものがあるわけではござい

ません。その都度その都度、必要が生じたときに減免することができるように、こ

ういった表現で定めてあるということでございます。 

 それから、オリエンテーリングコースにつきましては、モデルコースというもの

はございます。ただ、コースにつきましては、オリエンテーリングを参加される方

が、それぞれコースを設定もできたりします。フラッグといいますか、目印となる

ものは何カ所か既に設定をされておりまして、それを使ってオリエンテーリングを

楽しんでいただくという内容でございます。 

 それから、第６条の管理の関係で、いろいろ制限を載せてあるということでござ

いますけれども、こちらは特別、今までの管理に加えて、何らかの取り締まり的な

ことをやろうということを考えてるわけではなく、この施設が自然公園法の制限が

かかる自然園であるということで、自然公園法から引っ張ってきて、行為の制限を

こちらのほうに表記をしたということでございます。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに。６番、田中三江君。 

６番（田中三江君）  ６番、田中です。 

 ５条の減免入園料の減免についてなんですけれども、減免、今の町長が特に必要

と認めた場合で、その都度と今、課長お話いただきましたけれども、これ減免申請

のことも一緒にうたっておくと、初めに申請をしておくといいと思いますので、減

免申請も一緒に入れては、どうせつくるときですので親切かなと思いますが、いか
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がでしょうか。 

議長（滝沢寿美雄君）  今井観光課長。 

観光課長（今井一行君）  こちらの減免の詳細につきましては、御泉水自然園条例の施行規則

というものを定めまして、そちらのほうで減免の額でありますとか、手続等につきま

しては定めております。 

 したがいまして、こちらのほうの条例には載せていないということでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）  ７番、橋本 昭君。 

７番（橋本 昭君）  ７番。今の榎本議員と田中議員との関係のお話の中で、今井課長の答弁

との関係で、違うんではないだろうかということで説明申し上げますと、立科町の観

光施設等使用料及び利用料減免規定というのがあるわけですね。これは改正が平成

９年。ここに立科町御泉水自然園条例の適用範囲と。 

 先ほど、その都度その都度と言っておられますけども、適用範囲というのは定ま

っておる。町に住居を有する者でおおむね30人以上の団体、部落、単位の組織だと

か、そういう適用範囲を決めて金額も定まったと。50円割引額ね。 

 だから、その都度その都度の判断ではなくて、この範囲内の中で町長が認めるも

のという、こういう規定があるという。ありますよ、ちゃんと。これ、なくなった

ってことないでしょう、この規定。 

議長（滝沢寿美雄君）  今井観光課長。 

観光課長（今井一行君）  はい、お答え申し上げます。 

 先ほどご指摘の立科町観光施設等使用料及び利用料減免規定、こちらにつきまし

ては、実は、これはこの改正と、先ほど申し上げました施行規則の施行にあわせま

して、こちらの減免規定につきましては廃止をする予定でございます。それで、そ

こに載っております、減免規定のほうに載っております内容を、今回の条例の第

５条の１号、２号ということで記載をしたものでございます。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第７ 議案第86号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第７ 議案第86号 立科町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑

はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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◎日程第８ 議案第87号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第８ 議案第87号 立科町保健師修学資金貸付金免除条例を廃止

する条例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はあ

りませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第９ 議案第89号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第９ 議案第89号 平成26年度立科町一般会計補正予算（第

７号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませ

んか。７番、橋本 昭君。 

７番（橋本 昭君）  ふるさと寄附金ですけども、191万円という形で入っております。ホー

ムページを見ますと、ふるさと寄附金、今年度分のリンゴについては、準備数に達し

ましたので申し込みを終了いたしますというふうに表現されてて、10月27日以降に寄

附の申し込みをいただいた方については、平成27年の秋にリンゴを送りますという表

現になっておりますけども、かなりふえたと、ふるさと寄附金。 

 ちょっと内容を、こういう小口のふるさと寄附金だと思いますけども、件数がど

のぐらいなったのかということと、このリンゴを送付した、当初準備を予定してた

個数というのは、大体どれを想定して予定されてたのか。現実、それが全て出っ払

ったわけですけども、その内容についてお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）  ６号じゃなくて。７号です。 

 終わりましたから。７号の10ページですね。９ページ、10ページでね。笹井総務

課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  お答えいたします。 

 ふるさと寄附金の件数ですけれども、現在129件。きのう、昨日までで129件の申

し出がございました。平成25年度については25件ということで、もう何倍かにふえ

てると。その内訳は、７割、８割方、１万。それから、あと３万、５万、10万とい

うような寄附をいただいている内容でございます。 

 それから、昨年25件というようなことで、本年はお返し、お礼のリンゴを30ケー

スから40ケースと、そういうことで手配をしておりました。 

 ですが、現在130に近くなったと、こういうようなことで、そのまま追加をして手

配をして、現在129件申し込まれているうちの、リンゴの希望については全て今年度

中に送れると、こういうような状況でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）  ７番、橋本 昭君。 

７番（橋本 昭君）  ９月に、小宮山議員がふるさと寄附金について一般質問をされて、今回

も田中議員がふるさと寄附金でやっておりますから、余りここで内容しませんけれど
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も、町長は、ふるさと寄附金については、さきの小宮山議員のときには、うむっとこ

ういう首をかしげてたような部分もありますけれども、５倍というもののその評価を

町長はどのようにお考えか、それだけお伺いします。 

議長（滝沢寿美雄君）  小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）  一般質問の前ぶりでいいかいなあ。本当申しわけないんですけども。 

 大変ありがたいことだと思ってます。もともと立科町はリンゴが人気ということ

ではあったんですけども、昨年、一昨年あたりから、全国的にサービスの競争が始

まってます。従来は、税金という考え方をずっとあったんですけれども、今は産業

振興だとか、地域振興というようなところに目を向けられております。これにはい

ろんなご意見があるんでしょうけども、国の官房長官なんかも拡充をしたいと。し

てもいいんだと。あの人、言いだしっぺですからね。そういうことも考えながら発

言をされたというようなことが火をつけまして、大変どこにも、どこの自治体もふ

えてるようです。 

 私どもの町も、先ほどの今のこんなような状況で、リンゴだけではだめだという

ことで、この前の小宮山議員さんの質問の中から、もう少しメニュー選べるように

したらどうかというようなことで、今、研究はしておるんですが、いずれにしても

今年度はちょっとできませんので、新しい制度はこれから仕上がってくると思いま

すけども、余り赤字にならなければどんどん出してもらったらいいと思ってる、そ

ういう感度に今、変わってきましたですね。 

 以上でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はありませんか。９番、箕輪修二君。 

９番（箕輪修二君）  はい、９番。 

 16ページ、保育料費で修繕料、木製フェンス等塗装修繕、これ出てますが、まだ

できたばかりで、これ、こんなに早くにやり直さなきゃいけないなんていうのは、

工事がいけなかったとか、そういうようなことはないのかなという疑問が生じるん

ですが、その辺の説明と、その下の旧保育園記念碑設置工事、これはどこへどのよ

うな趣旨で、どんな内容のものをどういうふうにつくるのかなということを教えて

いただきたいのと。 

 23ページの教育の寄附金で、200万円という篤志家の寄附で大変ありがたいことだ

と思うんですが、差し支えない範囲で、その方、その篤志家どんな方なのか。ある

いは、どんな理由で寄附をしてくださったのか。また、どういうふうに使う予定な

のかということを教えていただきたいと。 

議長（滝沢寿美雄君）  中谷園長。 

たてしな保育園園長（中谷秀美君）  はい、お答えいたします。 

 未満児室前のテラスの前のウッドデッキなんですけれども、雨風が当たるところ

は、やはり劣化とか腐敗しておりまして、子供たちにとげが刺さったりとかして危
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険が生じてきています。なので、今回計上させていただきました。 

議長（滝沢寿美雄君）  記念碑、記念碑も、記念碑はいいですか。宮坂教育次長。 

教育次長（宮坂 晃君）  はい、お答えします。 

 旧保育園３園統合されて２年たつわけですけれども、今、最後に卒業した生徒が

小学校２年ということになるかなと思います。 

 実は、その旧３園の跡地ですが、利用が決まってるところもあるし、決まってな

いところもあるわけですけど、いずれにしてもなくなってしまうと。人間っていう

のやっぱり、よって立つところ、あかしっていうの、やっぱりぜひ残してほしいと

いう気持ちは誰にもあると思うんですね。小学校も、跡地にはちゃんと石碑が建っ

ております。同じように３園につきましても、ああいうようにか、ここにそういう

自分の魂のふるさとがあったというあかしを、石碑として残したいということでご

ざいます。 

 それからもう一つ、23ページの200万円ですけれども、ちょっとお名前等について

は、ここでは差し控えさせていただきますけれども、ぜひ立高の振興のために使っ

てほしいという趣旨でいただいております。 

 これにつきましては、いろいろ使い道等考えたわけですけれども、立科高校の中

に町営の進学塾をつくりたいという方向で今のところ考えております。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに。９番、箕輪修二君。 

９番（箕輪修二君）  この修繕料、雨風の当たるところなんていうのは、これはもう設計がも

ともと悪いんであって、設計士のほうに責任持ってもらうような形でできないのかと。

このぐらいのことは当然、設計士がわかってなきゃいけないことじゃないのかなとい

うふうに私は思います。 

 それと老婆心ながら、４園の跡地に建てるということなんですが、確かに思い出

だとか、いろんなものがありますから、次長おっしゃるように、それに建てるのは

いいことだと思いますが、これ処分したり、また貸し出したり、いろんなのがある

もんで、この辺上手に考えていただいて、処分したり何かしたりするときにも邪魔

にならないように、いろいろそれが足かせにならないように考えておいてやってい

ただければというふうに思います。はい、ありがとうでした。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑ございませんか。２番、森本信明君。 

２番（森本信明君）  まだ１点ですが、11ページの交通安全管理費ということで、今回、安全

対策費で道路反射鏡の改修工事ということで、33万6,000円ということで計上されて

います。当初予算の中で、この工事費請負費の中で、カーブミラーの整備ということ

で43万6,000円が計上されていますよね。 

 当然これは、当初では、新しく設置をするもの。それから、今回載せた33万6,000

円ということ、改修工事ということで載せられてるわけですよね。この違いがどこ
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にあるのかっていうのは、多分、ご緒言どおりだと思うんですが、一つは、この安

全対策上からいって、カーブミラーの補修とか、こういうものでなると、当然、壊

れた時点で保証がされていないと、安全上問題ではあるんではないか。 

 だから、その辺のところの改修ということの意味合いはどこにあるのか。あわせ

て、このカーブミラーとか、こういうものの維持管理はどう行われているのかとい

うことをお聞きします。 

 特に先ほど申し上げたように、安全対策上からいくと、即その場で壊れたものな

り、改修をするものは、即対応しなきゃならない、そういうことになろうかと思う

んですよ。当然それらは、対応できるような予算の組み立てを当然しとくべきでは

ないか、こういうように考えるわけですが、その辺についてお聞きをします。 

議長（滝沢寿美雄君）  笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  はい、お答えいたします。 

 最初におっしゃられました当初予算にというのは、既に改修等を、設置等必要で、

予定をされてる箇所について計上をさせていただいております。 

 今回改修ということなんですが、地域のほうからどうしても危険だということで、

今、議員さん言われるように、来年まで待っておるいうわけにもいかないと。現状

見れば、交通量もあったり、設置はされておるんですが、有効に活用できないと。

こういうような中で、今回改修費を計上させていただきました。 

 補修等はその都度、予算をできるだけ使わないように、小さいものから大きいも

のに変える場合、小さいのが余ってくると、そういうのは小さな交差点へまた使う

というようなことをやりながら、工夫をして改修のほう、補修のほうしております。 

 維持管理につきましては、地域の皆さんを含めて、安協でも年１回、全部カーブ

ミラーを磨くというような作業もしております。町のほうでも、町内を見回る中で、

割れてる等あれば改修に向けて進めるというようなことでやっておるのが実情でご

ざいます。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに。２番、森本信明君。 

２番（森本信明君）  ２番、森本です。 

 先ほど、一般給与の条例改正のところで、ちょっとこの補正予算にかかわる関係

で申し上げちゃって申しわけないところでありますが、給与改正の制度改正によっ

て、今回の補正の中で財源として必要なのは570万円ほどということで説明があった

かと思うんですが、この表で、何ページですかね、29ページの給与改定に伴う増減

分とか、それから制度改正に伴う増減分、これらを足し込むと460万ほどの金額にな

ろうかと思うんですが、その差額分というのはどこかを見ればよろしいのか、ちょ

っとお答えをお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）  笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  この補正予算、第７号に載っております468万円ほどは一般会計分



14 

ということで、このほかに、ご承知のように特別会計、企業会計等ございます。そち

らのほうの負担でなっておる職員給与については、それぞれの特別会計等のほうで計

上になっていると、ということでお願いをしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑ございませんか。６番、田中三江君。 

６番（田中三江君）  ６番、田中です。 

 17ページですけれども、民生費の一番初めの給料、６人ということで今回載って

おりますけれども、予算で見ると５人だったと思う。ことしの予算５人でなってる

かと思うんですが、１人ふえているのでしょうか、職員が。 

議長（滝沢寿美雄君）  笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  済みません、ちょっと調べさせてください、はい。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑ございませんか。10番、宮下典幸君。 

１０番（宮下典幸君）  はい、10番、宮下です。 

 ９ページですけども、不動産売払収入の今回の若草保育園の駐車場を売却すると

いうことですが、若草保育園は企業誘致っていうか、企業のあそこの候補地にもな

ってるんですが、これを売却する理由を。部分的に売ると余り企業誘致には不向き

になるおそれもありますけども、この売却に至った理由についてお聞かせをいただ

きたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）  笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  お答えいたします。 

 土地の売却につきましては、旧若草保育園の舗装がされている西側の駐車場、隣

の工場敷地と隣接をしている土地でございます。この土地につきまして、構図等調

査をいたしましたところ、今まで駐車場として使っておりました土地が、全部町の

ものではなくて、隣接者の土地を駐車場として使用をしていた。一部分ですけれど

も、あったということで、本来ですと、その部分、舗装を剝いで現況復帰をしてお

返しをするというのが当然のことだと思うんですけれども、おわびを申し上げたと

ころ、買収をしてもいいというような話の中で、その駐車場を１画を売却するとい

うことになったという経過でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はありませんか。１番、榎本真弓君。 

１番（榎本真弓君）  16ページ、民生費になります。この中で、臨時福祉給付金給付事業、こ

れの今の現状を、また進みぐあいをお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）  羽場町民課長。 

町民課長（羽場幸春君）  はい、お答えいたします。 

 これにつきましては、国のほうの考え方に基づきまして、当町でもそれを実施を

して取りまとめをしてるということの中で、期限的な部分については、12月１日を

もって取りまとめを終了してるということでございまして、その間、町民に関係す

ると思われる皆様方には通知を申し上げて励行を図り、また町民に周知する部分に
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おいては、広報とか有線とか、いろんな部分で媒介を通して周知した経過でござい

ます。 

 結果の申請率等については、今、現在の中では取りまとめ、最終のものの数字、

こちらに持ち合わせてございませんけれども、かなり率とすればアップする結果と

なったということで、この場ではご報告させていただきたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑はありませんか。５番、西藤 努君。 

５番（西藤 努君）  同じく17ページで、町民課長にお聞きします。 

 高齢者福祉事業費の中で、今回、シロアリの駆除とか、あんしんをシロアリ駆除

したという説明ですが、これ、多分調査はもちろんしたんですが、ほかの施設、ほ

かの施設もやはりシロアリっていうのは危険性あるので、その調査状況わかりまし

たら教えてください。 

議長（滝沢寿美雄君）  羽場町民課長。 

町民課長（羽場幸春君）  ただいまの質問ですけれども、これは今回載せさせていただいたの

は、高齢者共同住宅あんしんということで、現状、現実的にあらわれてしまったとい

うことで、緊急性を持ちながらやったということでございますけれども、他の施設と

申しますと、ご質問の中で、私どもの管轄している公共的な福祉施設というふうに捉

まえてよろしいかどうか。 

 その件については、現状利用している中で、状況等については施設管理の関係か

ら、そういう部分にも目を向けてやっておるところでございますけれども、現実、

畳を持ち上げてとか、そういう動作を踏まえての調査というようなことは現在いた

してございません。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。あ、はい、笹井総務課長。 

総務課長（笹井恒翁君）  先ほどの田中議員さんの保育所の職員数でございますけれども、当

初予算では８名ということで予算計上してございます。５名という議員さんのご指摘

だったんですが、当初予算上では８名ということで載っております。 

 それで、１号補正でといいますか、予算編成後、２人職員が退職をしているとい

うことで、１号補正で６名に変更をして減額をしてございます。今回、残りの６名

について、給与改定による差額を計上しているということでお願いをしたいと思い

ます。 

議長（滝沢寿美雄君）  これで質疑を終わります。 

 

◎日程第10 議案第90号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第10 議案第90号 平成26年度立科町介護保険特別会計補正予算
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（第２号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はあり

ませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第11 議案第91号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第11 議案第91号 平成26年度立科町下水道事業特別会計補正予

算（第３号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はあ

りませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第12 議案第92号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第12 議案第92号 平成26年度立科町水道事業会計補正予算（第

３号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませ

んか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第13 議案第93号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第13 議案第93号 平成26年度立科町索道事業特別会計補正予算

（第２号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はあり

ませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第14 議案第94号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第14 議案第94号 第５次立科町振興計画基本構想の策定につい

ての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第15 請願第４号～日程第18 陳情第７号 

議長（滝沢寿美雄君）  日程第15 請願第４号 手話言語法（仮称）の制定を求める意見書の

提出を求める請願から、日程第18 陳情第７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜

勤改善・大幅増員を求める陳情書についてのご意見をお持ちの方の発言を許します。
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ご意見はございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 意見なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案、請願及び陳情については、

お手元に配付しました議案付託表及び請願・陳情文章表のとおり、各常任委員会及

び常任委員会へ付託したいと思います。ご異議ございませんか。 

〔（異議なし）の声あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、お手元の議案付託表及び請願・陳情文章表の

とおり、各常任委員会の付託を決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会とします。ご苦労さまでした。 

 なお、この後すぐ全員協議会を開きたいと思いますので、皆さん、第１委員会室

へお願いをいたします。 

 なお、午後２時より、第１委員会室において、社会文教観光常任委員会を開催し

ます。委員及び関係職員は出席を願います。 

（午前11時00分 散会） 

 


